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謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊機構製品につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本年販売名（屋号）変更を行ないました下記製品につきまして、旧販売名品の薬価基準経過

措置期間が決定しましたのでご案内いたします。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

一般社団法人　日本血液製剤機構　くすり相談室
〒105-6107　東京都港区浜松町 2-4-1　電話 0120-853-560（日本血液製剤機構営業日の 9：00 〜 17：30）

基本理念 製造販売元

お問い合わせ先

善意と医療のかけ橋 私たちは善意の献血による血液製剤を通じ
高い倫理観と使命感をもって人びとの健康に貢献します

経過措置期間が終了する販売名
（新販売名） 経過措置期間満了日

グロブリン筋注1500mg/10mL「ベネシス」
（グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」）

平成29年3月31日抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位 /1mL「日赤」
（抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位 /1mL「JB」）

抗 HBs人免疫グロブリン筋注1000単位 /5mL「日赤」
（抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位 /5mL「JB」）

販売名（屋号）変更に伴う
経過措置のご案内


